
建設工事の中間前金払に関する事務取扱要領 

        

                                                             令和８年１月３０日 

                               多摩市総務部長決定 

 （趣旨） 

第１条 この要領は、多摩市契約事務規則（昭和３９年多摩市規則第１０号。以下「規則」

という。）及び多摩市公共工事の前払金取扱要綱（昭和５９年多摩市告示第６２号）に規

定する土木工事、建築工事及び設備工事の前金払において、中間前金払に関する事務取扱

いについて必要な事項を定めるものとする。 

 （中間前金払対象工事と経費の範囲） 

第２条 中間前金払の対象となる工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２

７年法律第１８４号）第２条第１項に規定する土木工事、建築工事及び設備工事（以下「工

事」という。）で、１件の契約金額が２００万円以上の工事とし、次に掲げるものとする。 

 (１) 工期の２分の１（債務負担行為又は継続費に係る契約にあっては、当該年度の工事

実施期間の２分の１。以下同じ。）を経過していること。 

 (２) 工程表により工期の２分の１を経過するまでに実施すべきものとされている当該工

事に係る作業が行われていること。 

 (３) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の２分の１（債務負担行

為又は継続費に係る契約にあっては、当該年度の出来高予定額の２分の１）以上の額

に相当するものであること。 

 （中間前金払の割合） 

第３条 中間前金払の割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

ただし、中間前金払と前金払の合計額は、契約金額の 10 分の６を超えてはならない。 

 (１) 契約金額が 20 億円以内の場合 当該契約金額の 10 分の２（債務負担行為又は継続

費に係る契約にあっては、各年度の出来高予定額の 10 分の２）を超えない範囲内 

 (２) 契約金額が 20 億円を超える場合 当該契約金額の 20 分の 1（債務負担行為又は継

続費に係る契約にあっては、各年度の出来高予定額の 20 分の１）を超えない範囲内 

（中間前金払の端数整理） 

第４条 中間前金払は、１０万円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものと

する。 

 （認定の方法） 

第５条 中間前金払の認定については、次の各号に掲げる方法によるものとする。 

 (１) 請負者から、中間前金払に係る「中間前金払認定請求書」（別記１号様式）と併せ

て、認定資料として「工事履行報告書」（別記２号様式）及び工程表（別記３号様式）

を提出させるものとする。 

 (２) 発注者は、請負者から中間前金払認定請求書の提出があったときは、工事履行報告

書等により第 2 条に定める要件を満たすものであるかどうか確認を行い、当該確認の

結果、要件を具備していると認めるときは、中間前金払認定書（別記第４号様式）を

請負者に交付するものとする。 



 (３) 中間前金払の認定は、当該請求を受けた日から概ね７日以内に認定結果を通知する

ものとする。 

（中間前金払の請求） 

第６条 前条第２号の規程により中間前金払認定書の交付を受けた請負者が中間前金払の支 

払の請求を行う場合は、請求書に中間前金払に関する保証証明書を添付させるものとす 

る。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要領は、平成２１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 平成２１年３月以前に入札告示等を行う対象工事については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２１年１０月１日決定） 

 この要領は、決定の日から施行し、改正後の建設工事の中間前金払に関する事務取扱要領

の規定は、平成２１年４月１日から適用する。 

   附 則（平成２７年４月１日決定） 

 この要領は、決定の日から施行し、改正後の建設工事の中間前金払に関する事務取扱要領

の規定は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年９月２３日決定） 

 この要領は、平成２８年１０月３日から施行し、改正後の建設工事の中間前金払に関する

事務取扱要領の規定は、平成２９年４月１日から適用する。 

附 則（令和８年１月３０日決定） 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の建設工事の中間前金払に関する事務取扱要領の規定は、この要領の施行の日以

後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例によ

る。 

 



別表１号様式 

 

 

 

 

中間前金払認定請求書 

 

 

工事件名 

 

 

 

施工場所 

 

 

 

工期 

 

 

 

契約金額 

 

 

 

 

上記の工事について、中間前金払に係る認定を請求します。 

 

 

  平成   年   月   日 

 

 

多摩市長 殿 

                   

 

 

                  請負者 

 

                  住 所 

 

                  氏 名              ㊞ 

 

 



別表２号様式 

 

工 事 履 行 報 告 書 

 

工事名  

工期  

日付  

月  別 
予定工程（％） 

（ ）は工程変更後 
実施工程（％） 備   考 

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

年  月    

記事欄 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課 長 係 長 監督員 

  

現場代理人 主任(監理)技術者 

    

 

 

    

 



別記３号様式 

 

工 程 表 

 

 

 

 

多摩市契約事務規則 

 

工－２様式 を使用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記第４号様式 

 

                                 第    号 

                            平成  年  月  日 

 

中 間 前金払 認 定 書 

  本認定書は、２部作成し、１部は請負者に返送し、１部は発注者が保管する。 

 

 

工事件名 

 

 

 

施工場所 

 

 

 

工  期 

 

 

 

契約金額 

 

 

 

請負者名 

 

 

 

 

摘  要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記の工事について、中間前払いすることができる要件を具備していることを認

定します。 

 

 

                     多摩市長       ㊞ 

 

 


